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株主からの提訴請求について 

 

当社は、2026 年 3 月 27 日、当社株主である個人株主 1 名から会社法 847 条第１項に基づく責任追及

等の訴えの提起を請求する書面（以下「本提訴請求書」といいます。）を受領しましたので、お知らせい

たします。 

本提訴請求書では、不正会計等を理由として、複数の現旧取締役に対する責任追及等の訴えを提起す

ることが請求されております。 

 

 当社は、2026年３月 13日付「役員責任調査委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしまし

たとおり、当社グループにおける一連の会計不正問題に関し、当社の現旧の取締役、監査役又は執行

役員において、その職務執行に関して任務懈怠責任があったか否かを含め法的責任の有無について、

役員責任調査委員会を設置し検討を行っております。当社は、役員責任調査委員会の報告・提言に基

づき、損害賠償請求その他法的措置を行うべきか判断する予定であり、決定次第、速やかに開示いた

します。 

 

以 上 
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